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第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 亀 山 市 公 共 下 水 道 事 業 （ 以 下 「 公 共 下 水 道 事

業 」 と い う 。 ） の 財 務 に 関 し て 亀 山 市 会 計 規 則 （ 平 成１ ７ 年 亀 山

市 規 則 第 ３ ４ 号 。 以 下 「 会 計 規 則 」 と い う 。 ） そ の 他の 財 務 に 関

す る 規 則 の 特 例 を 定 め る も の と す る 。  

（ 企 業 出 納 員 等 ）  

第 ２ 条  公 共 下 水 道 事 業 に 企 業 出 納 員 及 び 現 金 取 扱 員 を 置 く 。  

２  企 業 出 納員 は 、 上 下 水 道 局 長 と す る 。  

３  企 業 出 納員 は 、 市 長 の 命 を 受 け て 公 共 下 水 道 事 業 の 業 務 に 係 る

出 納 そ の 他 の 会 計 事 務 を つ か さ ど る 。  

４  現 金 取 扱員 は 、 市 長 が 任 免 す る 。  

５  現 金 取 扱員 は 、 上 司 の 命 を 受 け て 公 共 下 水 道 事 業 の 業 務 に 係 る

現 金 の 出 納 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。  

６  現 金 取 扱員 １ 人 が １ 日 に 取 り 扱 う こ と の で き る 公 共 下 水 道 使 用

料 そ の 他 の 収 納 金 の 限 度 額 は 、 １ ０ ０ 万 円 と す る 。  

（ 善 管 注 意 義 務 ）  

第 ３ 条  企 業 出 納 員 及 び 現 金 取 扱 員 は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ

て 現 金 そ の 他 の 資 産 を 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 金 融 機 関 の 出 納 事 務 取 扱 ）  

第 ４ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 業 務 に 係 る 公 金 の 出 納 事 務 の 一 部 を 市 長

が 指 定 し た 金 融 機 関 に 行 わ せ る も の と す る 。  

２  出 納 事 務の 一 部 を 取 り 扱 わ せ る 金 融 機 関 の う ち 、 収 納 及 び 支 払

事 務 の 一 部 を 取 り 扱 わ せ る も の を 亀 山 市 公 共 下 水 道 事業 出 納 取 扱

金 融 機 関 （ 以 下 「 出 納 取 扱 金 融 機 関 」 と い う 。 ） と し、 収 納 事 務

の 一 部 を 取 り 扱 わ せ る も の を 亀 山 市 公 共 下 水 道 事 業 収納 取 扱 金 融

機 関 （ 以 下 「 収 納 取 扱 金 融 機 関 」 と い う 。 ） と す る 。  

第 ２ 章  伝 票 及 び 帳 簿 並 び に 勘 定 科 目  

第 １ 節  伝 票  

（ 会 計 伝 票 の 発 行 ）  



 

第 ５ 条  公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 取 引 に つ い て は 、 そ の 取 引 の 発 生 の

都 度 証 拠 と な る べ き 書 類 に 基 づ い て 会 計 伝 票 を 発 行 する も の と す

る 。  

（ 会 計 伝 票 の 種 類 ）  

第 ６ 条  会 計 伝 票 の 種 類 は 、 収 入 伝 票 、 支 払 伝 票 及 び 振 替 伝 票 と す

る 。  

２  収 入 伝 票は 、 現 金 収 納 の 取 引 に つ い て 発 行 す る 。  

３  支 払 伝 票は 、 現 金 支 払 の 取 引 に つ い て 発 行 す る 。  

４  振 替 伝 票は 、 前 ２ 項 に 規 定 す る 取 引 以 外 の 取 引 に つ い て 発 行 す

る 。  

（ 会 計 伝 票 の 整 理 及 び 日 計 表 の 作 成 ）  

第 ７ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 毎 日 会 計 伝 票 を 整 理 し 、 日 計 表 を 作 成 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 会 計 伝 票 の 保 存 等 ）  

第 ８ 条  会 計 伝 票 、日 計 表 及 び 取 引 に 関 す る 証 拠 と な るべ き 書 類 は 、

そ れ ぞ れ の 日 付 に よ っ て 編 集 し 、 保 存 し な け れ ば な らな い 。  

第 ２ 節  帳 簿  

（ 帳 簿 の 種 類 及 び 保 管 ）  

第 ９ 条  公 共 下 水 道 事 業 に 関 す る 取 引 を 記 録 し 、 計 算 し 、 及 び 整 理

す る た め 、 次 の 会 計 帳 簿 （ 以 下 「 帳 簿 」 と い う 。 ） を備 え る 。  

（ １ ） 収 入 予算 執 行 計 画 整 理 簿  

（ ２ ） 支 出 予算 執 行 計 画 整 理 簿  

（ ３ ） 総 勘 定元 帳  

（ ４ ） 内 訳 簿  

（ ５ ） 収 入 調定 簿  

（ ６ ） 現 金 出納 簿  

（ ７ ） 預 金 口座 出 納 簿  

（ ８ ） 物 品 出納 簿  

（ ９ ） 経 過 勘定 整 理 簿  

（ １ ０ ） 工 事台 帳  



 

（ １ １ ） 固 定資 産 台 帳  

（ １ ２ ） 企 業債 台 帳  

２  前 項 各 号に 掲 げ る 帳 簿 は 、 上 下 水 道 局 長 が 整 理 し 、 保 管 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 帳 簿 の 記 載 ）  

第 １ ０ 条  帳 簿 は 、 会 計 伝 票 又 は 証 拠 と な る べ き 書 類 に よ り 、 正 確

か つ 明 瞭 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 総 勘 定 元 帳 及 び 内 訳 簿 の 記 帳 ）  

第 １ １ 条  総 勘 定 元 帳 は 、第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 勘 定科 目 の 目（ 項

又 は 目 ま で の 科 目 に つ い て は 、 項 ） に つ い て 口 座 を 設け 、 第 ７ 条

の 規 定 に よ り 作 成 す る 日 計 表 に よ り 記 帳 す る も の と する 。  

２  内 訳 簿 は、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 勘 定 科 目 の 節 （ 項 又 は 目 ま

で の 科 目 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 項 又 は 目 ） に つ い て 口座 を 設 け 、

会 計 伝 票 に よ り 1件 ご と に 記 帳 す る も の と す る 。  

（ 科 目 の 更 正 ）  

第 １ ２ 条  整 理 済 み の 科 目 に 誤 り を 発 見 し た と き は 、 直 ち に 振 替 伝

票 を 発 行 し 、 正 当 科 目 に 更 正 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 帳 簿 の 照 合 ）  

第 １ ３ 条  総 勘 定 元 帳 、 内 訳 簿 そ の 他 相 互 に 関 係 す る 帳 簿 は 、 随 時

照 合 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 節  勘 定 科 目  

（ 勘 定 科 目 ）  

第 １ ４ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 経 理 は 、 損 益 勘 定 、 資 産 勘 定 、 負 債 勘

定 及 び 資 本 勘 定 に 区 分 し て 行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 規定 す る 勘 定 科 目 の 区 分 は 、 別 表 第 １ に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

第 ３ 章  収 入 及 び 支 出  

第 １ 節  収 入  

（ 収 入 の 調 定 ）  

第 １ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 収 入 の 調 定 を し よ う と す る 場 合 は 、 振



 

替 伝 票（ 調 定 と 同 時 に 収 入 の 収 納 が 行 わ れ る 場 合 に は 、収 入 伝 票 ）

を 発 行 し 、 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 市 長 の 決 裁 を 受け た 場 合 は 、

当 該 伝 票 に よ り 内 訳 簿 、 収 入 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 及 び収 入 調 定 簿

に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 の規 定 は 、 収 入 の 調 定 を 更 正 し よ う と す る 場 合 に つ い て

準 用 す る 。  

（ 納 入 通 知 書 の 送 付 ）  

第 １ ６ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 収 入 を 調 定 し 、 又 は

収 入 の 調 定 を 更 正 し た 場 合 は 、 直 ち に 納 入 義 務 者 に 対し て 納 入 通

知 書 を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 口 頭 に よ って 納 入 の 通

知 を す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 本 文の 場 合 に お い て 、 納 期 日 の 定 め の あ る 収 入 に 係 る 納 入

通 知 書 に つ い て は 、 当 該 納 期 日 の １ ０ 日 前 ま で に 送 付し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 納 入 通 知 書 の 再 発 行 ）  

第 １ ７ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 納 入 通 知 書 を 亡 失 し 、 若 し く は 損 傷 し

た 旨 の 納 入 義 務 者 か ら の 届 出 又 は 納 付 さ れ た 証 券 が 支払 拒 絶 さ れ

た 旨 の 出 納 取 扱 金 融 機 関 若 し く は 収 納 取 扱 金 融 機 関 から の 通 知 を

受 け た と き は 、 速 や か に 納 入 通 知 書 を 再 発 行 し 、 そ の余 白 に 「 何

年 何 月 何 日 再 発 行 」 と 記 載 し て 当 該 納 入 義 務 者 に 送 付し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 領 収 書 の 交 付 ）  

第 １ ８ 条  上 下 水 道 局 長 、 現 金 取 扱 員 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 及 び 収 納

取 扱 金 融 機 関 は 、 収 入 の 納 付 を 受 け た 場 合 は 、 直 ち に納 付 者 に 対

し て 領 収 書 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 収 納 金 の 取 扱 い ）  

第 １ ９ 条  現 金 取 扱 員 は 、 収 入 を 徴 収 又 は 収 納 し た 場 合 は 、 当 該 そ

の 内 訳 を 示 す 書 類 を 添 え て 当 該 収 納 し た 日 の う ち に 上下 水 道 局 長

に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い事 情 が あ る



 

場 合 に は 、 翌 日 に 引 き 継 ぐ こ と が で き る 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 現 金 取 扱 員 か ら 引 継 ぎ を 受

け た 収 入 及 び 自 ら 収 納 し た 収 入 を 、 当 該 引 継 ぎ を 受 けた 日 の う ち

に 出 納 取 扱 金 融 機 関 に 預 け 入 れ な け れ ば な ら な い 。 ただ し 、 や む

を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 翌 日 に 預 け 入 れ る こ と がで き る 。  

３  収 納 取 扱金 融 機 関 は 、 公 共 下 水 道 事 業 の 預 金 口 座 に 受 け 入 れ た

収 入 を そ の 金 額 、 納 付 者 の 氏 名 等 を 記 載 し た 収 納 済 通知 書 を 添 え

て 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 公 共 下 水 道 事 業 の 預 金 口 座 に 市長 の 指 定 す

る 日 に 振 り 替 え な け れ ば な ら な い 。  

４  出 納 取 扱金 融 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 収 納 取 扱 金 融 機 関 か ら

振 り 替 え ら れ た 公 共 下 水 道 事 業 の 収 入 及 び 自 ら 収 納 した 収 入 に つ

い て 記 載 し た 収 納 済 通 知 書 を 市 長 の 指 定 す る 日 に 、 上下 水 道 局 長

に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 収 入 伝 票 の 発 行 等 ）  

第 ２ ０ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 収 入 の 収 納 を 証 す る 書 類 に 基 づ い て 収

入 伝 票 （ 一 部 現 金 の 収 納 を 含 む 取 引 に つ い て 発 行 さ れる 振 替 伝 票

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 発 行 し 、 現 金 出 納 簿 又 は 預 金口 座 出 納 簿

に 記 帳 す る と と も に 、 当 該 収 入 伝 票 に よ り 収 入 の 収 納を 証 す る 書

類 を 添 付 し て 市 長 の 決 裁 を 受 け 、 内 訳 簿 及 び 収 入 調 定簿 に 記 帳 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 過 誤 納 金 の 還 付 ）  

第 ２ １ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 収 納 金 の う ち 過 納 又 は 誤 納 と な っ た も

の が あ る 場 合 は 、 当 該 過 誤 納 金 に つ い て 振 替 伝 票 を 発行 し 、 過 誤

納 の 理 由 、 所 属 年 度 、 収 入 科 目 、 還 付 す べ き 金 額 及 び還 付 す べ き

納 入 者 を 明 ら か に し た 書 類 を 添 付 し て 市 長 の 決 裁 を 受け て 、 そ の

旨 納 入 者 に 通 知 す る と と も に 、 内 訳 簿 及 び 収 入 予 算 執行 計 画 整 理

簿 又 は 支 出 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な らな い 。  

２  第 ２ ６ 条及 び 第 ４ １ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 過 誤 納 金 に つ い て 準 用

す る 。  

（ 小 切 手 の 支 払 地 の 区 域 ）  



 

第 ２ ２ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 収 入 の 納 入 義 務 者 が 収 入 の 納 付 に 用 い

る こ と が で き る 小 切 手 の 支 払 地 の 区 域 は 、 亀 山 市 と する 。  

（ 証 券 の 支 払 拒 絶 等 ）  

第 ２ ３ 条  上 下 水 道 局 長 、 現 金 取 扱 員 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 及 び 収 納

取 扱 金 融 機 関 は 、 納 入 義 務 者 が 収 入 の 納 付 に 用 い た 小切 手 の 支 払

が 確 実 で な い と 認 め る 場 合 は 、 そ の 受 領 を 拒 絶 し な けれ ば な ら な

い 。  

２  収 納 取 扱金 融 機 関 は 、 納 入 義 務 者 か ら 納 付 さ れ た 証 券 を 呈 示 期

間 又 は 有 効 期 間 内 に 呈 示 し 、 支 払 の 請 求 を し た 場 合 にお い て 、 支

払 の 拒 絶 が あ っ た と き は 、 直 ち に そ の 支 払 の な か っ た金 額 に 相 当

す る 収 納 済 額 を 取 り 消 す と と も に 、 当 該 証 券 を 納 付 した 納 入 義 務

者 に 対 し て 当 該 証 券 の 支 払 が 拒 絶 さ れ 、 か つ 、 当 該 収入 の 納 付 が

取 り 消 さ れ た 旨 及 び 当 該 証 券 を 還 付 す る 旨 を 証 券 還 付通 知 書 に よ

り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 収 納取 扱 金 融 機

関 は 、 直 ち に 当 該 取 り 消 し た 旨 を 出 納 取 扱 金 融 機 関 に通 知 し な け

れ ば な ら な い 。  

３  出 納 取 扱金 融 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 収 納 取 扱 金 融 機 関 か ら

の 通 知 を 受 け た と き は 、 直 ち に そ の 旨 を 上 下 水 道 局 長に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

４  第 ２ 項 の規 定 は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 納 入 義 務 者 か ら

納 付 さ れ た 証 券 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て、 同 項 後 段

中 「 出 納 取 扱 金 融 機 関 」 と あ る の は 、 「 上 下 水 道 局 長」 と 読 み 替

え る も の と す る 。  

５  前 項 の 場合 に お い て 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 上 下 水 道 局 長 か ら

払 込 み を 受 け た 証 券 に つ い て は 、 当 該 証 券 を 上 下 水 道局 長 に 返 付

し 、 当 該 証 券 の 受 領 証 を 徴 さ な け れ ば な ら な い 。  

６  上 下 水 道局 長 は 、 納 入 義 務 者 か ら 納 付 さ れ た 証 券 の 支 払 が 拒 絶

さ れ た 旨 の 通 知 を 出 納 取 扱 金 融 機 関 か ら 受 け た 場 合 は、 直 ち に 振

替 伝 票 を 発 行 し 、 預 金 口 座 出 納 簿 に 記 帳 す る と と も に、 当 該 振 替

伝 票 に よ っ て 当 該 証 券 の 支 払 の 拒 絶 を 証 す る 書 類 を 添付 し て 市 長



 

の 決 裁 を 受 け 、内 訳 簿 及 び 収 入 調 定 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て 、 上 下 水 道 局 長 が 収 納 し た 証 券 （ 現金 取 扱 員 が

収 納 し た も の を 含 む 。 ） が あ る と き は 、 直 ち に 当 該 証券 を 納 付 し

た 納 入 義 務 者 に 対 し て 当 該 証 券 の 支 払 が 拒 絶 さ れ 、 かつ 、 当 該 収

入 の 納 付 が 取 り 消 さ れ た 旨 及 び 当 該 証 券 を 還 付 す る 旨を 証 券 還 付

通 知 書 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

７  上 下 水 道局 長 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 又 は 収 納 取 扱 金 融 機 関 は 、 第

２ 項 前 段 、 第 ４ 項 前 段 又 は 前 項 後 段 の 通 知 を し た 納 入義 務 者 か ら

支 払 の 拒 絶 の あ っ た 証 券 に つ い て 還 付 の 請 求 を 受 け た場 合 は 、 当

該 証 券 の 受 領 証 を 徴 し 、 こ れ と 引 換 え に 当 該 証 券 を 還付 し な け れ

ば な ら な い 。  

（ 不 納 欠 損 ）  

第 ２ ４ 条  法 令 若 し く は 条 例 又 は 議 会 の 議 決 に よ っ て 債 権 を 放 棄 し 、

又 は 時 効 等 に よ り 債 権 が 消 滅 し た 場 合 に お い て は 、 上下 水 道 局 長

は 、 振 替 伝 票 を 発 行 し 、 当 該 伝 票 に よ っ て 当 該 債 権 に係 る 収 入 金

の 調 定 の 年 月 日 、 金 額 、 収 入 科 目 、 調 定 後 の 経 緯 等 を記 載 し た 文

書 を 添 付 し て 市 長 に 報 告 す る と と も に 、 内 訳 簿 、 支 出予 算 執 行 計

画 整 理 簿 及 び 収 入 調 定 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ２ 節  支 出  

（ 支 出 の 手 続 ）  

第 ２ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 支 出 の 原 因 と な る べ き 契 約 そ の 他 の 行

為 に つ い て は 、 あ ら か じ め 文 書 に よ っ て 市 長 の 決 裁 を受 け る と と

も に 、 支 出 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な らな い 。  

２  支 出 し よう と す る 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、 当 該 支 出 に 関 す る

書 類 に 基 づ い て 振 替 伝 票 （ 現 金 の 支 払 を 伴 う 支 出 に あっ て は 、 支

払 伝 票 ） を 発 行 し 、 当 該 書 類 を 添 え て 市 長 の 決 裁 を 受け 、 内 訳 簿

及 び 支 出 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら ない 。  

（ 支 払 伝 票 の 発 行 ）  

第 ２ ６ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 支 出 の う ち 現 金 の 支 払 を 伴 う も の に つ

い て は 、 債 権 者 の 請 求 書 等 支 払 に 関 す る 証 票 類 に 基 づい て 支 払 伝



 

票 （ 一 部 現 金 の 支 払 を 伴 う 取 引 に つ い て 発 行 さ れ る 振替 伝 票 を 含

む 。以 下 同じ 。）を 発 行 し て 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  支 払 伝 票は 、 債 権 者 及 び 勘 定 科 目 ご と に 調 製 し 、 債 権 者 の 請 求

書 そ の 他 証 拠 と な る べ き 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い。 た だ し 、

債 権 者 に 請 求 書 を 提 出 さ せ る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、こ れ を 省 略

す る こ と が で き る 。  

３  ２ 人 以 上の 債 権 者 に 対 し て 支 払 を 行 う 場 合 に お い て 、 勘 定 科 目

及 び 支 払 期 日 が 同 一 で あ る と き は 、 前 項 の 規 定 に か かわ ら ず 、 合

わ せ て 一 の 支 払 伝 票 を 発 行 す る こ と が で き る 。 こ の 場合 に お い て

は 、 債 権 者 ご と に そ の 支 払 額 を 明 ら か に し た 文 書 を 添え な け れ ば

な ら な い 。  

４  上 下 水 道局 長 は 、 支 払 伝 票 に 基 づ い て 公 共 下 水 道 事 業 の 支 出 の

支 払 を 行 い 、 現 金 出 納 簿 又 は 預 金 口 座 出 納 簿 に 記 帳 しな け れ ば な

ら な い 。  

（ 資 金 前 渡 、 概 算 払 及 び 前 金 払 ）  

第 ２ ７ 条  前 条 の 規 定 は 、 資 金 前 渡 、 概 算 払 又 は 前 金 払 を 行 う 場 合

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 上 下 水 道 局 長は 、 経 過 勘

定 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。  

２  資 金 前 渡を 受 け た 者 、 概 算 払 を 受 け た 者 又 は 前 金 払 を 受 け た 者

は 、 支 払 が 終 わ っ た 後 、 債 権 額 が 確 定 し た 後 又 は 役 務の 提 供 が 完

了 し た 後 、 精 算 書 を 作 成 し 、 証 拠 と な る べ き 書 類 を 上下 水 道 局 長

に 提 出 す る と と も に 、 残 金 が あ る 場 合 は 、 そ の 残 金 を出 納 取 扱 金

融 機 関 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。  

３  上 下 水 道局 長 は 、 前 項 の 精 算 書 及 び 証 拠 と な る べ き 書 類 に 基 づ

い て 振 替 伝 票 、 収 入 伝 票 又 は 支 払 伝 票 を 発 行 し 、 当 該書 類 を 添 付

し て 市 長 の 決 裁 を 受 け る と と も に 、 内 訳 簿 、 支 出 予 算執 行 計 画 整

理 簿 、 経 過 勘 定 整 理 簿 及 び 現 金 出 納 簿 又 は 預 金 口 座 出納 簿 に 記 帳

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 資 金 前 渡 ）  

第 ２ ８ 条  地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ７ 年 政 令 第 ４ ０ ３ 号 。 以



 

下 「 施 行 令 」 と い う 。 ） 第 ２ １ 条 の ５ 第 １ 項 第 １ 号 から 第 １ １ 号

ま で 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げる 経 費 に つ

い て は 資 金 前 渡 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 出 張 地に お い て 即 時 支 払 を 要 す る 経 費  

（ ２ ） 祝 金 、見 舞 金 、 謝 礼 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 経 費  

（ ３ ） 証 紙 等を も っ て 納 付 し な け れ ば な ら な い 経 費  

（ ４ ） そ の 他市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 経 費  

（ 概 算 払 ）  

第 ２ ９ 条  施 行 令 第 ２ １ 条 の ６ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 規 定 す る も

の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 概 算 払 す る こ とが で き る 。  

（ １ ） 契 約 に概 算 払 の 定 め の あ る 委 託 料  

（ ２ ） 非 常 災害 の た め 即 時 支 払 を 必 要 と す る 経 費  

（ ３ ） そ の 他市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 経 費  

（ 前 金 払 ）  

第 ３ ０ 条  施 行 令 第 ２ １ 条 の ７ 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 規 定 す る も

の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 経 費 に つ い て は 前 金 払 す る こ とが で き る 。  

（ １ ） 土 地 、家 屋 の 買 収 費 及 び 補 償 費  

（ ２ ） 保 管 料及 び 保 険 料  

（ ３ ） 訴 訟 に要 す る 経 費  

（ ４ ） 公 共 工事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第

１ ８ ４ 号 ） 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 受 け た 保 証 事 業会 社 の 保

証 に 係 る 工 事 に 要 す る 経 費 （ 契 約 金 額 が ５ ０ ０ 万 円 以上 の も の

に 限 る 。 ）  

２  前 項 第 ４号 に 規 定 す る 経 費 に つ い て 前 金 払 を す る 場 合 の 限 度 額

に つ い て は 、 会 計 規 則 の 例 に よ る 。  

（ 繰 替 払 ）  

第 ３ １ 条  亀 山 市 公 共 下 水 道 受 益 者 負 担 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年

亀 山 市 条 例 第 ３ ４ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 負 担 金 等 （ 以下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） を 一 括 納 付 す る 場 合 に お い て 交 付 す る一 括 納 付 報

奨 金 に つ い て は 、 施 行 令 第 ２ １ 条 の ８ 第 ３ 号 の 規 定 に基 づ き 、 当



 

該 負 担 金 等 を 繰 り 替 え て 使 用 す る 。  

（ 隔 地 払 ）  

第 ３ ２ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 隔 地 に い る 債 権 者 に 支 払 を し よ う と す

る 場 合 に は 、 支 払 準 備 金 口 座 の 残 高 の 範 囲 内 で 出 納 取扱 金 融 機 関

に 債 権 者 の 氏 名 、 支 払 金 額 、 支 払 日 時 、 支 払 場 所 等 を記 載 し た 隔

地 払 依 頼 書 を 交 付 し 、 送 金 の 手 続 を さ せ る こ と が で きる 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 出 納 取 扱 金 融 機 関 に 資 金 を

交 付 し た と き は 、 隔 地 払 受 託 書 を 徴 さ な け れ ば な ら ない 。  

（ 口 座 振 替 の 申 出 ）  

第 ３ ３ 条  債 権 者 は 、 口 座 振 替 の 方 法 に よ っ て 支 払 を 受 け よ う と す

る 場 合 に は 、 債 権 、 振 替 先 金 融 機 関 及 び 振 替 先 預 金 口座 並 び に 振

替 金 額 を 記 載 し た 文 書 に よ っ て 上 下 水 道 局 長 に 申 し 出な け れ ば な

ら な い 。  

（ 口 座 振 替 の で き る 金 融 機 関 ）  

第 ３ ４ 条  出 納 取 扱 金 融 機 関 の ほ か 、 次 の 金 融 機 関 に 預 金 口 座 を 設

け て い る 債 権 者 に は 、 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 支 出 す るこ と が で き

る 。  

（ １ ） 収 納 取扱 金 融 機 関  

（ ２ ） 銀 行 法（ 昭 和 ５ ６ 年 法 律 第 ５ ９ 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 免 許

を 得 て 営 業 す る 金 融 機 関 で 出 納 取 扱 金 融 機 関 と 取 引 のあ る 金 融

機 関  

（ ３ ） 前 ２ 号の ほ か 市 内 に 営 業 所 を 有 し 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 と 取 引

の あ る 金 融 機 関  

（ 口 座 振 替 の 手 続 ）  

第 ３ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 支 出 し よ う と す

る 場 合 は 、 支 払 準 備 資 金 口 座 の 残 高 の 範 囲 内 で 、 出 納取 扱 金 融 機

関 に 振 替 先 金 融 機 関 、 振 替 先 預 金 口 座 、 振 替 金 額 及 び振 替 目 的 を

通 知 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  出 納 取 扱金 融 機 関 は 、 上 下 水 道 局 長 の 口 座 振 替 の 通 知 に よ っ て

振 替 を 行 っ た も の に つ い て 、 支 払 済 通 知 書 に よ り 翌 日ま で に 上 下



 

水 道 局 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 払 事 務 の 委 託 ）  

第 ３ ６ 条  第 ３ ２ 条 の 規 定 は 、 私 人 に 必 要 な 資 金 を 交 付 し て 支 払 事

務 の 委 託 を 行 う 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 小 切 手 の 振 出 し ）  

第 ３ ７ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 の 支 払 準 備 資 金 口 座

の 残 高 の 範 囲 内 で 小 切 手 を 振 り 出 さ な け れ ば な ら な い。  

２  小 切 手 の署 名 は 、 記 名 押 印 に よ っ て 行 う も の と す る 。  

３  上 下 水 道局 長 は 、 小 切 手 を 振 り 出 し た と き は 、 支 払 人 た る 出 納

取 扱 金 融 機 関 に 受 取 人 の 氏 名 、 支 払 金 額 、 事 業 年 度 、番 号 そ の 他

必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

４  出 納 取 扱金 融 機 関 は 、 前 項 の 小 切 手 の 支 払 を 行 っ た も の に つ い

て 支 払 済 通 知 書 に よ り 翌 日 ま で に 上 下 水 道 局 長 に 報 告し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 小 切 手 の 訂 正 等 ）  

第 ３ ８ 条  小 切 手 の 金 額 は 、 訂 正 し て は な ら な い 。  

２  小 切 手 の金 額 以 外 の 記 載 事 項 を 訂 正 す る と き は 、 そ の 訂 正 を 要

す る 部 分 に ２ 線 を 引 き 、 そ の 上 側 に 正 書 し 、 か つ 、 当該 訂 正 箇 所

の 左 方 余 白 に 訂 正 し た 旨 及 び 訂 正 文 字 数 を 記 載 し て 市長 の 印 を 押

さ な け れ ば な ら な い 。  

３  書 損 、 汚損 等 に よ り 小 切 手 を 廃 棄 す る と き は 、 当 該 小 切 手 に 朱

で 斜 線 を 引 き 、 「 廃 棄 」 と 朱 書 し て そ の ま ま 小 切 手 帳に 残 し て お

か な け れ ば な ら な い 。  

（ 小 切 手 帳 の 保 管 ）  

第 ３ ９ 条  小 切 手 帳 の 保 管 は 、 上 下 水 道 局 長 が 行 う 。  

（ 公 金 振 替 書 ）  

第 ４ ０ 条  前 ３ 条 の 規 定 は 、 公 金 振 替 書 の 交 付 に よ る 支 出 に つ い て

準 用 す る 。  

（ 領 収 書 等 の 徴 収 ）  

第 ４ １ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 現 金 の 支 出 若 し く は 小 切 手 の 振 出 し 又



 

は 隔 地 払 依 頼 書 若 し く は 公 金 振 替 書 の 交 付 若 し く は 口座 振 替 の 通

知 に よ っ て 支 出 を し た と き は 、 債 権 者 の 領 収 書 又 は 出納 取 扱 金 融

機 関 の 領 収 書 若 し く は 支 払 済 通 知 書 を 徴 さ な け れ ば なら な い 。  

２  前 項 の 場合 に お け る 債 権 者 の 領 収 印 は 、 請 求 書 に 押 印 し た も の

と 同 一 の も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 債 権 者 が紛 失 そ の 他

や む を 得 な い 理 由 に よ り 印 を 証 明 す る 書 類 を 添 え て 改印 し た 旨 を

申 し 出 た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 支 払 小 切 手 の 整 理 ）  

第 ４ ２ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 毎 月 末 支 払 小 切 手 未 払 高 を 調 査 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、 支 払 小 切 手 が 時 効 に よ り 消 滅 し た 場 合 は 、 直

ち に 収 入 伝 票 を 発 行 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 隔 地 払 期 間 の 徒 過 ）  

第 ４ ３ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 隔 地 の 債 権 者 に 支 払 を さ せ る た め 出 納

取 扱 金 融 機 関 に 資 金 を 交 付 し た 場 合 に お い て 、 当 該 資金 の 交 付 の

日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 に 当該 隔 地 の 債

権 者 に 支 払 を し な か っ た 旨 を 確 認 し 、 か つ 、 隔 地 払 不能 通 知 書 と

と も に 当 該 金 融 機 関 か ら 当 該 資 金 を 納 付 さ せ な け れ ばな ら な い 。  

２  第 ２ ０ 条の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 過 誤 払 金 の 回 収 ）  

第 ４ ４ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 支 出 の 支 払 の う ち 過 払 又 は 誤 払 と な っ

た も の が あ る 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、 過 誤 払 を 証 する 書 類 に 基

づ い て 振 替 伝 票 を 発 行 し 、 市 長 の 決 裁 を 受 け る と と もに 、 支 出 予

算 執 行 計 画 整 理 簿 又 は 収 入 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 に 記 帳し な け れ ば

な ら な い 。  

２  第 １ ６ 条か ら 第 １ ８ 条 ま で 及 び 第 ２ ０ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 過 誤

払 金 の 回 収 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 債 務 免 除 等 ）  

第 ４ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 債 務 免 除 、 時 効 等 に よ り 債 務 が 消 滅 し

た 場 合 は 、 当 該 債 務 の 消 滅 を 証 す る 書 類 に 基 づ い て 振替 伝 票 又 は



 

収 入 伝 票 を 発 行 し 、 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら ない 。  

第 ４ 章  預 り 金 及 び 預 り 有 価 証 券  

（ 預 り 金 ）  

第 ４ ６ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 保 証 金 そ の 他 公 共 下 水 道 事 業 の 収 入 に

属 さ な い 現 金 を 受 け 入 れ た 場 合 は 、 こ れ を 預 り 金 と して 次 に 掲 げ

る 区 分 に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 預 り 保証 金  

（ ２ ） 預 り 諸税  

（ ３ ） そ の 他預 り 金  

（ 預 り 金 の 受 入 れ 及 び 払 出 し ）  

第 ４ ７ 条  預 り 金 の 受 入 れ 及 び 払 出 し は 、 公 共 下 水 道 事 業 の 収 入 の

収 納 及 び 支 出 の 支 払 の 例 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い。  

（ 預 り 有 価 証券 ）  

第 ４ ８ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 所 有 に 属 さ な い 有 価 証 券 を 保 管 す る 場

合 は 、 預 り 有 価 証 券 と し て 整 理 し な け れ ば な ら な い 。  

２  預 り 有 価証 券 は 、 安 全 か つ 確 実 な 方 法 に よ っ て 保 管 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 預 り 有 価 証 券 の 受 入 れ 及 び 還 付 ）  

第 ４ ９ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 前 条 の 有 価 証 券 を 受 け 入 れ た 場 合 は 受

領 書 を 交 付 し 、 当 該 預 り 有 価 証 券 を 還 付 し た 場 合 は 受領 書 を 徴 さ

な け れ ば な ら な い 。  

（ 利 札 の 還 付 請 求 ）  

第 ５ ０ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 預 り 有 価 証 券 に つ い て 所 有 者 か ら 利 札

の 還 付 請 求 を 受 け た 場 合 は 、 市 長 の 決 裁 を 受 け て 還 付し な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 上 下 水 道 局 長 は 、 受 領書 を 徴 さ な

け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 章  契 約  

（ 契 約 ）  

第 ５ １ 条  法 令 及 び こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 公 共 下 水 道 事 業

に 係 る 契 約 に つ い て は 、 亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成 １ ８ 年亀 山 市 規 則



 

第 ５ 号 ） の 例 に よ る 。  

第 ６ 章  物 品  

（ 物 品 の 分 類 ）  

第 ５ ２ 条  物 品 は 、 次 に 掲 げ る 分 類 に よ り 区 分 す る 。  

（ １ ） 備 品  そ の 性 質 又 は 形 状 を 変 え る こ と な く 比 較 的 長 時 間 に わ

た っ て 使 用 に 耐 え る も の で 、 第 ５ ６ 条 に 規 定 す る 固 定資 産 以 外

の も の を い う 。  

（ ２ ） 消 耗 品  １ 回 若 し く は 短 期 間 の 使 用 に よ っ て 消 費 さ れ る 性 質

の 物 又 は 使 用 に よ り 消 耗 し 、 若 し く は 損 傷 し や す く 再度 の 用 に

供 し 得 な く な る 物  

（ 物 品 の 管 理 ）  

第 ５ ３ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 物 品 整 理 簿 を 備 え 、 物 品 の 数 量 、 使 用

の 状 況 等 を 記 録 整 備 し 、 こ れ を 適 正 に 管 理 し な け れ ばな ら な い 。  

（ 事 故 報 告 ）  

第 ５ ４ 条  天 災 そ の 他 の 事 由 に よ り 物 品 が 滅 失 し 、 亡 失 し 、 又 は 損

傷 を 受 け た 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、 速 や か に そ の 原因 及 び 現 状

を 調 査 し て 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 不 用 物 品 の 処 分 ）  

第 ５ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 物 品 の う ち 不 用 と な り 、 又 は 使 用 に 耐

え な く な っ た も の を 不 用 物 品 と し て 整 理 し 、 市 長 の 決裁 を 経 て 、

こ れ を 売 却 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 買 受 人 が ない も の 又 は

売 却 価 額 が 売 却 に 要 す る 費 用 の 額 に 達 し な い も の そ の他 売 却 す る

こ と が 不 適 当 と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 市 長 の 決裁 を 経 て 、

こ れ を 廃 棄 す る こ と が で き る 。  

第 ７ 章  固 定 資 産  

第 １ 節  通 則  

（ 固 定 資 産 の 範 囲 ）  

第 ５ ６ 条  固 定 資 産 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

（ １ ） 有 形 固定 資 産  

ア  土 地  



 

イ  建 物 及 び 付 属 設 備  

ウ  構 築 物 （ 土 地 に 定 着 す る 土 木 設 備 又 は 工 作 物 を いう 。 ）  

エ  機 械 及 び 装 置 並 び に そ の 他 の 付 属 設 備  

オ  自 動 車 そ の 他 の 陸 上 運 搬 具  

カ  工 具 、 器 具 及 び 備 品 （ 耐 用 年 数 が １ 年 以 上 か つ 取得 価 格 ２

０ 万 円以 上 の も の に 限 る 。 ）  

キ  リ ー ス 資 産 （ フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お け るリ ー ス 物

件 の 借主 で あ る 資 産 で あ っ て 、 当 該 リ ー ス 物 件 がア か ら カ ま

で に 掲げ る も の で あ る 場 合 に 限 る 。 ）  

ク  建 設 仮 勘 定 （ イ か ら カ ま で に 掲 げ る 資 産 で あ っ て、 事 業 の

用 に 供す る 物 を 建 設 し た 場 合 に お け る 支 出 し た 金額 及 び 当 該

建 設 の目 的 の た め に 充 当 し た 材 料 を い う 。 ）  

ケ  有 形 資 産 で あ っ て 、 有 形 固 定 資 産 に 属 す る 資産 と す べ き も

の  

（ ２ ） 無 形 固定 資 産  

ア  借 地 権  

イ  地 上 権  

ウ  特 許 権  

エ  施 設 利 用 権  

オ  リ ー ス 資 産 （ フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に お け るリ ー ス 物

件 の 借主 で あ っ て 、 当 該 リ ー ス 物 件 が ア か ら オ まで に 掲 げ る

も の であ る 場 合 に 限 る 。 ）  

カ  そ の 他 の 無 形 資 産 で あ っ て 、 無 形 固 定 資 産 に属 す る 資 産 と

す べ きも の 。  

（ ３ ） 投 資 その 他 の 資 産  

ア  投 資 有 価 証 券 （ １ 年 内 （ 当 該 事 業 年 度 の 末 日の 翌 日 か ら 起

算し て 1年 以 内 の 日 を い う 。）に 満 期 の 到来 す る 有価証 券 を 除

く 。 ）  

イ  出 資 金  

ウ  長 期 貸 付 金  



 

エ  基 金  

オ  そ の 他 の 固 定 資 産 で あ っ て 、 投 資 そ の 他 の 資 産 に属 す る 資

産 と すべ き も の  

カ  有 形 固 定 資 産 若 し く は 無 形 固 定 資 産 、 流 動 資 産 又は 繰 延 資

産 に 属し な い 資 産  

第 ２ 節  取 得  

（ 取 得 価 額 ）  

第 ５ ７ 条  固 定 資 産 の 取 得 価 額 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 購 入 によ っ て 取 得 し た 固 定 資 産 に つ い て は 、 購 入 に 要 し た 価

額  

（ ２ ） 建 設 工事 又 は 製 作 に よ っ て 取 得 し た 固 定 資 産 に つ い て は 、 当

該 建 設 工 事 又 は 製 作 に 要 し た 直 接 及 び 間 接 の 費 用 の 合計 額  

（ ３ ） 譲 与 、贈 与 そ の 他 無 償 で 取 得 し た 固 定 資 産 又 は 前 ２ 号 に 掲 げ

る 固 定 資 産 で あ っ て 取 得 価 額 の 不 明 の も の に つ い て は、 公 正 な

評 価 額  

（ 購 入 ）  

第 ５ ８ 条  固 定 資 産 を 購 入 し よ う と す る 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、

第 ２ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 事 項を 記 載 し た

文 書 に よ っ て 市 長 の 決 裁 を 受 け る と と も に 、 支 出 予 算執 行 計 画 整

理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 購 入 しよ う と す る 固 定 資 産 の 名 称 及 び 種 類  

（ ２ ） 購 入 しよ う と す る 事 由  

（ ３ ） 予 定 価格 及 び 単 価  

（ ４ ） 当 該 固定 資 産 の 購 入 に 係 る 予 算 科 目 及 び 予 算 額  

（ ５ ） 契 約 の方 法  

（ ６ ） そ の 他必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

２  前 項 の 文書 に は 、 購 入 し よ う と す る 固 定 資 産 の 図 面 そ の 他 内 容

を 明 ら か に す る た め の 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 換 ）  

第 ５ ９ 条  固 定 資 産 を 交 換 し よ う と す る 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、



 

第 ２ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 事 項を 記 載 し た

文 書 に よ っ て 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 交 換 しよ う と す る 固 定 資 産 の 名 称 、 種 類 及 び 数 量 並 び に 交 換

差 金  

（ ２ ） 交 換 しよ う と す る 事 由  

（ ３ ） 契 約 の方 法  

（ ４ ） そ の 他必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

２  前 項 の 文書 に は 、 交 換 し よ う と す る 固 定 資 産 の 図 面 そ の 他 内 容

を 明 ら か に す る た め の 書 類 及 び 相 手 方 の 承 諾 書 又 は 申請 書 を 添 え

な け れ ば な ら な い 。  

（ 無 償 譲 受 け ）  

第 ６ ０ 条  固 定 資 産 を 無 償 で 譲 り 受 け よ う と す る 場 合 は 、 上 下 水 道

局 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 に よ っ て 市 長の 決 裁 を 受

け な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 譲 り 受け よ う と す る 固 定 資 産 の 名 称 及 び 種 類  

（ ２ ） 譲 り 受け よ う と す る 事 由  

（ ３ ） 見 積 価額 （ 無 形 固 定 資 産 を 除 く 。 ）  

（ ４ ） そ の 他必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

２  前 項 の 文書 に は 、 譲 り 受 け よ う と す る 固 定 資 産 の 図 面 そ の 他 内

容 を 明 ら か に す る た め の 書 類 及 び 相 手 方 の 承 諾 書 又 は申 請 書 を 添

え な け れ ば な ら な い 。  

（ 工 事 の 施 工 ）  

第 ６ １ 条  建 設 改 良 工 事 を 施 工 し よ う と す る 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 に よ っ て 市 長 の 決裁 を 受 け る

と と も に 、 支 出 予 算 執 行 計 画 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ばな ら な い 。  

（ １ ） 建 設 改良 工 事 に よ っ て 取 得 し よ う と す る 固 定 資 産 の 名 称 及 び

種 類  

（ ２ ） 工 事 を必 要 と す る 事 由  

（ ３ ） 工 事 の始 期 及 び 終 期  

（ ４ ） 予 定 価格  



 

（ ５ ） 当 該 建設 改 良 工 事 に 係 る 予 算 科 目 及 び 予 算 額  

（ ６ ） 工 事 の方 法 及 び 契 約 の 方 法  

（ ７ ） そ の 他必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

２  前 項 の 文書 に は 、 設 計 書 そ の 他 当 該 建 設 改 良 工 事 の 内 容 を 明 ら

か に す る た め の 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

（ 検 収 ）  

第 ６ ２ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 固 定 資 産 を 取 得 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く

検 収 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 取 得 の 報 告 ）  

第 ６ ３ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 固 定 資 産 を 取 得 し た 場 合 は 、 振 替 伝 票

を 発 行 し 、 遅 滞 な く 市 長 の 決 裁 を 受 け る と と も に 、 支出 予 算 執 行

計 画 整 理 簿 に 記 帳 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場合 に お い て 、 上 下 水 道 局 長 は 、 法 令 の 定 め る と こ ろ に

従 っ て 遅 滞 な く 登 記 又 は 登 録 の 手 続 を 執 ら な け れ ば なら な い 。  

（ 建 設 改 良 工 事 の 精 算 ）  

第 ６ ４ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 建 設 改 良 工 事 が 完 成 し た 場 合 に は 、 速

や か に 工 事 費 の 精 算 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場合 に お い て 、 上 下 水 道 局 長 は 、 あ ら か じ め 定 め た 基 準

に 従 っ て 間 接 費 を 配 賦 し 、 工 事 費 に 合 わ せ て 固 定 資 産に 振 り 替 え

な け れ ば な ら な い 。  

（ 建 設 仮 勘 定 ）  

第 ６ ５ 条  建 設 改 良 工 事 で そ の 工 期 が １ 事 業 年 度 を 超 え る も の は 、

建 設 仮 勘 定 を 設 け て 経 理 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 建設 改 良 工 事 が 完 成 し た 場 合 は 、 上 下 水 道 局 長 は 、 速 や

か に 建 設 仮 勘 定 の 精 算 を 行 い 、 振 替 伝 票 を 発 行 し 、 市長 の 決 裁 を

受 け る と と も に 、 固 定 資 産 の 当 該 科 目 に 振 り 替 え な けれ ば な ら な

い 。  

３  前 条 第 ２項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

第 ３ 節  管 理 及 び 処 分  

（ 事 故 報 告 ）  



 

第 ６ ６ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 天 災 そ の 他 の 事 由 に よ り 固 定 資 産 が 滅

失 し 、 亡 失 し 、 又 は 損 傷 を 受 け た 場 合 は 、 遅 滞 な く 市長 に そ の 旨

を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 売 却 等 ）  

第 ６ ７ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 固 定 資 産 を 売 却 し 、 撤 去 し 、 又 は 廃 棄

し よ う と す る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書に よ っ て 市

長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 売 却 し、 撤 去 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 固 定 資 産 の 名 称 及 び

種 類  

（ ２ ） 売 却 し、 撤 去 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 固 定 資 産 の 所 在 地  

（ ３ ） 売 却 し、 撤 去 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 事 由  

（ ４ ） 予 定 価格  

（ ５ ） 契 約 の方 法  

（ ６ ） そ の 他必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

２  固 定 資 産の 廃 棄 は 、 当 該 固 定 資 産 が 著 し く 損 傷 を 受 け て い る こ

と そ の 他 の 理 由 に よ り 買 受 人 が な い 場 合 又 は 売 却 価 額が 売 却 に 要

す る 費 用 の 額 に 達 し な い 場 合 に 限 る も の と す る 。  

（ 固 定 資 産 の 用 途 廃 止 ）  

第 ６ ８ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 機 械 、 器 具 そ の 他 こ れ に 類 す る 固 定 資

産 の う ち 著 し く 損 傷 を 受 け て い る こ と そ の 他 の 理 由 によ り そ の 用

途 に 使 用 す る こ と が で き な く な っ た も の に つ い て は 、市 長 の 決 裁

を 受 け て 当 該 固 定 資 産 の 用 途 を 廃 止 し な け れ ば な ら ない 。  

（ 売 却 等 に 関 す る 報 告 ）  

第 ６ ９ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 固 定 資 産 を 売 却 し 、 撤 去 し 、 廃 棄 し 、

又 は 用 途 を 廃 止 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 当 該 売 却 等 に 関す る 報 告 書

を 作 成 し て 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 節  減 価 償 却  

（ 減 価 償 却 の 方 法 ）  

第 ７ ０ 条  固 定 資 産 の 減 価 償 却 は 、 定 額 法 に よ っ て 取 得 の 翌 年 度 か

ら 行 う 。  



 

（ 減 価 償 却 の 特 例 ）  

第 ７ １ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 有 形 固 定 資 産 に つ い て 、 当 該 資 産 の 帳

簿 価 額 が 帳 簿 原 価 の １ ０ ０ 分 の ５ に 相 当 す る 金 額 に 達し た 後 に お

い て 、 地 方 公 営 企 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ７ 年 総 理 府 令第 ７ ３ 号 。

以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 によ り 帳 簿 価

額 が １ 円 に 達 す る ま で 減 価 償 却 を 行 お う と す る 場 合 は、 あ ら か じ

め そ の 年 数 に つ い て 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら ない 。  

第 ８ 章  引 当 金  

（ 退 職 給 付 引 当 金 の 計 上 方 法 ）  

第 ７ ２ 条  退 職 給 付 引 当 金 の 計 上 は 、 簡 便 法 （ 当 該 事 業 年 度 の 末 日

に お い て 全 企 業 職 員 （ 同 日 に お け る 退 職 者 を 除 く 。 ）が 自 己 の 都

合 に よ り 退 職 す る も の と 仮 定 し た 場 合 に 支 給 す べ き 退職 手 当 の 総

額 に よ る 方 法 を い う 。 ） に よ る も の と す る 。  

第 ９ 章  予 算  

（ 予 算 に 関 す る 説 明 書 ）  

第 ７ ３ 条  予 算 に 関 す る 説 明 書 の う ち 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算

書 の 作 成 は 、 間 接 法 に よ る も の と す る 。  

 （ 予 算 の執 行 ）  

第 ７ ４ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 企 業 の 適 切 な 経 営 管 理 を 確 保 す る た め

に 必 要 な 計 画 （ 以 下 「 予 算 執 行 計 画 」 と い う 。 ） を 、予 算 の 範 囲

内 で 款 、 項 、 目 及 び 節 に 区 分 し て 作 成 し 、 市 長 の 決 裁を 受 け て 執

行 す る も の と す る 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、 前 項 の 予 算 執 行 計 画 に 定 め る 款 、 項 、 目 又 は

節 を 変 更 し て 執 行 し よ う と す る 場 合 に は 、 そ の 科 目 の名 称 及 び 金

額 、 変 更 の 事 由 等 を 記 載 し た 文 書 に よ っ て 市 長 の 決 裁を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

（ 流 用 及 び 予 備 費 使 用 の 手 続 ）  

第 ７ ５ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 流 用 し よ う

と す る 場 合 に は 、 そ の 科 目 の 名 称 及 び 金 額 、 流 用 し よう と す る 事

由 等 を 記 載 し た 文 書 に よ っ て 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 



 

２  前 項 の 規定 は 、 予 備 費 を 使 用 し よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す

る 。  

（ 予 算 超 過 の 支 出 ）  

第 ７ ６ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２

９ ２ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定に 基 づ き 業

務 量 の 増 加 に よ り 業 務 の た め 直 接 必 要 な 経 費 に 不 足 を生 じ た 場 合

に お い て 増 加 す る 収 入 に 相 当 す る 金 額 を 、 当 該 業 務 のた め 直 接 必

要 な 経 費 に 使 用 し よ う と す る と き は 、 使 用 し よ う と する 経 費 の 名

称 及 び 金 額 、 使 用 し よ う と す る 事 由 等 を 記 載 し た 文 書に よ っ て 市

長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  上 下 水 道局 長 は 、 現 金 支 出 を 伴 わ な い 経 費 に つ い て 必 要 が あ る

場 合 に お い て 、 予 算 に 定 め る 金 額 を 超 え て 支 出 す る とき は 、 前 項

の 規 定 に 準 じ て 市 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 予 算 の繰 越 し ）  

第 ７ ７ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 予 算 に 定 め た 建 設 又 は 改 良 に 要 す る 経

費 の う ち 、 年 度 内 に 支 払 義 務 の 生 じ な か っ た も の に つい て 翌 年 度

に 繰 り 越 し て 使 用 す る 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、繰 越 計 算 書（ 継

続 費 に 係 る も の に あ っ て は 、 継 続 費 繰 越 計 算 書 ） を 作成 し て ５ 月

末 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規定 は 、 支 出 予 算 の 金 額 の う ち 、 年 度 内 に 支 出 の 原 因 と

な る 契 約 そ の 他 の 行 為 を し 、 避 け 難 い 事 故 の た め 年 度内 に 支 払 義

務 の 生 じ な か っ た も の に つ い て 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使用 す る 必 要

が あ る 場 合 及 び 継 続 費 に つ い て 翌 年 度 に 逓 次 繰 り 越 しし て 使 用 す

る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

第 １ ０ 章  決 算  

（ 決 算 の 調 製 ）  

第 ７ ８ 条  公 共 下 水 道 事 業 の 決 算 の 調 製 に 関 す る 事 務 は 、 上 下 水 道

局 長 が 行 う 。  

（ 決 算 整 理 ）  

第 ７ ９ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 速 や か に 振 替 伝 票 に



 

よ り 、次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 算 整 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ １ ） 固 定 資産 の 減 価 償 却  

（ ２ ） 繰 延 収益 の 償 却  

（ ３ ） 繰 延 資産 の 償 却  

（ ４ ） 資 産 の評 価  

（ ５ ） 引 当 金の 計 上  

（ ６ ） 未 払 費用 等 の 経 過 勘 定 に 関 す る 整 理  

（ 帳 簿 の 締 切 ）  

第 ８ ０ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 決 算 整 理 を 行 っ た 後

各 帳 簿 の 勘 定 の 締 切 り を 行 う も の と す る 。  

（ 決 算 報 告 書 等 の 提 出 ）  

第 ８ １ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 毎 事 業 年 度 ５ 月 末 日 ま で に 、 次 に 掲 げ

る 書 類 を 作 成 し 証 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ばな ら な い 。

な お 、 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 の 作 成 は 、 予 定 キ ャッ シ ュ ・ フ

ロ ー 計 算 書 と 同 じ 方 法 に よ る も の と す る 。  

（ １ ） 決 算 報告 書  

（ ２ ） 損 益 計算 書  

（ ３ ） 貸 借 対照 表  

（ ４ ） 剰 余 金計 算 書 又 は 欠 損 金 計 算 書  

（ ５ ） 剰 余 金処 分 計 算 書 又 は 欠 損 金 処 理 計 算 書  

（ ６ ） 事 業 報告 書  

（ ７ ） キ ャ ッシ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書  

（ ８ ） 収 益 費用 明 細 書  

（ ９ ） 固 定 資産 明 細 書  

（ １ ０ ） 企 業債 明 細 書  

（ １ １ ） 継 続費 精 算 報 告 書  

（ １ ２ ） 基 金運 用 状 況 調 書  

第 １ １ 章  雑 則  

（ 計 理 状 況 の 報 告 ）  

第 ８ ２ 条  上 下 水 道 局 長 は 、 毎 月 末 日 を も っ て 月 次 試 算 表 及 び 資 金



 

予 算 表 を 作 成 し 、 翌 月 ２ ０ 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な けれ ば な ら な

い 。  

（ 亀 山 市 公 印 規 則 の 準 用 等 ）  

第 ８ ３ 条  公 印 の 管 理 そ の 他 の 公 印 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 亀 山 市 公

印 規 則 (平 成 17年 亀 山 市 規 則 第 7号 )の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に

お い て 、 「 総 務 法 制 室 」 と あ る の は 「 下 水 道 室 」 と 、「 総 務 法 制

室 長 」 と あ る の は 「 下 水 道 室 長 」 と 読 み 替 え る も の とす る  

２  公 印 の 種類 、 名 称 、 ひ な 形 、 書 体 、 寸 法 、 材 質 、 使 用 範 囲 及 び

個 数 は 、 別 表 第 ２ の と お り と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ ４ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 1日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 １ （ 第 １４ 条 関 係 ）  

勘 定 科 目 表  

収 益 勘 定  

款  項  目  節  説 明  

下 水 道

事 業 収

益  

    

 営 業 収

益  

  主 た る 営 業 活 動 か ら

生 ず る 収 益  

  下 水 道

使 用 料  

 汚 水 処 理 に よる 使 用

料  

   公 共 下 水 道

使 用 料  

 

  受 託 事

業 収 益  

 排 水 設 備 等 の工 事 受

託 に 伴 う 収 益  

   受 託 工 事 収  



 

益  

  そ の 他

の 営 業

収 益  

  

   手 数 料  指 定 工 事 店 申請 手 数

料 等  

   雑 収 益  上 記 以 外 の 営業 収 益  

 営 業 外

収益  

  金 融 及 び 販 売 活 動 に

伴 う 収 益 そ の他 主 た

る 営 業 活 動 以外 か ら

生 ず る 収 益  

  受 取 利

息 及 び

配 当 金  

 預 貯 金 の 利 息、 出 資

金 に 対 す る 分配 金 等  

   預 金 利 息   

   基 金 利 息   

   貸 付 金 利 息   

   有 価 証 券 利

息  

 

   配 当 金   

  国 庫 補

助 金  

  

  県 補 助

金  

  

  他 会 計

負 担 金  

 収 益 的 支 出 を負 担 す

る こ と を 目 的と す る

法 第 １ ７ 条 の２ の 規

定 に 基 づ く 他会 計 か

ら の 繰 入 金  

   一 般 会 計 負  



 

担 金  

  他 会 計

補 助 金  

 収 益 的 支 出 を負 担 す

る こ と を 目 的と す る

法 第 １ ７ 条 の３ の 規

定 に 基 づ く 他会 計 か

ら の 繰 入 金  

   一 般 会 計 補

助 金   

  基 金 繰

入 金  

  

  消 費 税

及 び 地

方 消 費

税 還 付

金  

  

  長 期 前

受 金 戻

入  

 施 行 規 則 第 ２１ 条 第

２ 項 又 は 第 ３項 の 規

定 に よ り 償 却し た 長

期 前 受 金 の 額の う ち

営 業 外 収 益 とし て 整

理 す る も の  

  資 本 費

繰 入 収

益  

 施 行 規 則 第 ２１ 条 第

３ 項 の 規 定 によ り 繰

り 入 れ た 繰 入金 の う

ち 長 期 前 受 金に 整 理

す る こ と な く収 益 化

す る も の  

  雑 収 益    

   有 価 証 券 売

却 収 益  

有 価 証 券 の 売却 代 金  



 

   不 用 品 売 却

収 益  

不 用 品 の 売 却代 金  

   延 滞 金   

   貸 倒 引 当 金

戻 入  

 

   退 職 給 付 引

当 金 戻 入  

 

   修 繕 引 当 金

戻 入  

 

   特 別 修 繕 引

当 金 戻 入  

 

   そ の 他 引 当

金 戻 入  

 

   雑 収 益   

 特 別 利

益  

  当 年 度 の 経 常 的 収 益

か ら 除 外 す べき 利 益  

  固 定 資

産 売 却

益  

 固 定 資 産 の 売却 価 額

が 当 該 固 定 資産 の 売

却 時 の 帳 簿 価額 を 超

え る 金 額  

  過 年 度

損 益 修

正 益  

 前 年 度 以 前 の損 益 の

修 正 で 利 益 の性 質 を

有 す る も の  

  そ の 他

特 別 利

益  

  

 費 用 勘 定  

款  項  目  節  説 明  

下 水 道     



 

事 業 費

用  

 営 業 費

用  

  主 た る 営 業 活 動 か ら

生 ず る 費 用  

  管 渠 費   管 渠 の 維 持 管理 に 要

す る 費 用  

   報 酬  臨 時 又 は 非 常勤 の 顧

問 、 嘱 託 員 等に 対 す

る 報 酬  

   給 料  職 員 の 本 給  

   手 当  職 員 の 扶 養 、期 末 、

勤 勉 、 時 間 外勤 務 及

び 特 殊 勤 務 の諸 手 当  

   賞 与 引 当 金

繰 入 額  

賞 与 引 当 金 とし て 計

上 す る た め の繰 入 額  

   賃 金  臨 時 職 員 及 び人 夫 の

賃 金  

   法 定 福 利 費  事 業 主 負 担 の健 康 保

険 料 、 厚 生 年金 保 険

料 、 雇 用 保 険料 、 労

災 保 険 料 及 び労 務 災

害 補 償 費 等  

   旅 費  旅 費 に 関 す る規 定 等

に 基 づ い て 職員 等 に

支 給 す る 旅 費  

   被 服 費  被 服 貸 与 規 程に 基 づ

い て 職 員 に 貸与 す る

被 服 の 購 入 費  

   備 消 品 費  事 務 及 び 工 事用 消 耗

品 費 並 び に 耐用 年 数



 

１ 年 未 満 又 は取 得 価

額 ２ ０ 万 円 未満 の 器

具 及 び 備 品 費  

   材 料 費  有 形 固 定 資 産等 の 維

持 修 繕 に 要 する 諸 材

料 費  

   薬 品 費  諸 薬 品 の 購 入費  

   光 熱 水 費  電 気 料 金 、 ガス 料 金

等  

   動 力 費  機 械 装 置 等 の運 転 に

必 要 な 電 力 料及 び 燃

料 費  

   燃 料 費  工 事 用 、 自 動車 用 及

び 採 暖 用 燃 料費  

   印 刷 製 本 費  文 書 、 図 面 、帳 簿 等

の 印 刷 費 及 び伝 票 、

帳 簿 等 の 製 本費  

   修 繕 費  有 形 固 定 資 産等 の 維

持 修 繕 に 要 する 工 事

請 負 等 の 費 用  

   修 繕 引 当 金

繰 入 額  

修 繕 引 当 金 とし て 計

上 す る た め の繰 入 額  

   特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額  

特 別 修 繕 引 当金 と し

て 計 上 す る ため の 繰

入 額  

   通 信 運 搬 費  は が き 、 郵 便切 手 、

電 信 電 話 料 、電 話 加

入 移 転 架 設 料、 乗 車

船 券 類 、 運 送料 等  



 

   手 数 料  公 金 取 扱 、 訴訟 手 数

料 等  

   保 険 料  事 業 用 財 産 に対 す る

損 害 保 険 料  

   研 修 費  職 員 の 研 修 に要 す る

費 用  

   報 償 費  報 償 金 、 奨 励金 等  

   調 査 費  各 種 調 査 に 要す る 費

用  

   委 託 料  水 質 検 査 等 の委 託 に

要 す る 費 用  

   賃 借 料  借 地 料 、 借 家料 、 自

動 車 借 上 料 等  

   工 事 請 負 費  請 負 工 事 費 で資 本 的

支 出 と な ら ない も の  

   路 面 復 旧 費  管 渠 の 修 理 等に よ る

道 路 法 （ 昭 和２ ７ 年

法 律 第 １ ８ ０号 ） に

定 め ら れ た 道路 の 修

復 費  

   補 償 費  補 償 金 、 賠 償金 、 見

舞 金 等  

   負 担 金  関 係 団 体 の 会費 等 各

種 負 担 金  

   公 課 費  自 動 車 重 量 税等  

   そ の 他 引 当

金 繰 入 額  

施 行 規 則 第 ２２ 条 の

規 定 に よ り 引き 当 て

る そ の 他 引 当金 と し

て 計 上 す る ため の 繰

入 額  



 

   雑 費  上 記 科 目 に 属さ な い

費 用  

  ポ ン プ

場 費  

 ポ ン プ 場 の 維持 管 理

に 要 す る 費 用  

   報 酬   

   給 料   

   手 当   

   賞 与 引 当 金

繰 入 額  

 

   賃 金   

   法 定 福 利 費   

   旅 費   

   被 服 費   

   備 消 品 費   

   材 料 費   

   薬 品 費   

   光 熱 水 費   

   動 力 費   

   燃 料 費   

   印 刷 製 本 費   

   修 繕 費   

   修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

   特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額  

 

   通 信 運 搬 費   

   手 数 料   

   保 険 料   

   研 修 費   

   報 償 費   



 

   調 査 費   

   委 託 料   

   賃 借 料   

   工 事 請 負 費   

   路 面 復 旧 費   

   補 償 費   

   負 担 金   

   公 課 費   

   そ の 他 引 当

金 繰 入 額  

 

   雑 費   

  流 域 下

水 道 費  

 流 域 下 水 道 の維 持 管

理 に 要 す る 費用  

   負 担 金   

  受 託 事

業 費  

 排 水 設 備 等 の工 事 受

託 に 要 す る 費用  

   受 託 工 事 費   

   そ の 他 受 託

事 業 費  

 

  普 及 促

進 費  

 水 洗 便 所 の 普及 促 進

に 要 す る 費 用  

   報 酬   

   給 料   

   手 当   

   賞 与 引 当 金

繰 入 額  

 

   賃 金   

   法 定 福 利 費   

   旅 費   

   被 服 費   



 

   備 消 品 費   

   食 糧 費  会 議 の た め の茶 菓 、

弁 当 代 等  

   光 熱 水 費   

   燃 料 費   

   印 刷 製 本 費   

   通 信 運 搬 費   

   手 数 料   

   広 告 宣 伝 費  広 告 又 は 宣 伝に 要 す

る 費 用  

   調 査 費   

   委 託 料   

   賃 借 料   

   補 償 費   

   負 担 金   

   補 助 金  排 水 設 備 工 事費 補 助

金 、 水 洗 便 所等 改 造

資 金 利 子 助 成金 等 の

補 助 金  

   公 課 費   

   そ の 他 引 当

金 繰 入 額  

 

   雑 費   

  業 務 費   下 水 道 使 用 料徴 収 業

務 に 要 す る 費用  

   報 酬   

   給 料   

   手 当   

   賞 与 引 当 金

繰 入 額  

 



 

   賃 金   

   法 定 福 利 費   

   旅 費   

   被 服 費   

   備 消 品 費   

   食 糧 費   

   光 熱 水 費   

   燃 料 費   

   印 刷 製 本 費   

   修 繕 費   

   修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

   特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額  

 

   通 信 運 搬 費   

   手 数 料   

   保 険 料   

   研 修 費   

   報 償 費   

   広 告 宣 伝 費   

   調 査 費   

   委 託 料   

   賃 借 料   

   補 償 費   

   負 担 金   

   補 助 金   

   公 課 費   

   そ の 他 引 当

金 繰 入 額  

 

   雑 費   



 

  総 係 費   事 業 活 動 の 全般 に 関

す る 費 用  

   報 酬   

   給 料   

   手 当   

   賞 与 引 当 金

繰 入 額  

 

   退 職 給 付 費  退 職 給 付 引 当金 と し

て 計 上 す る ため の 繰

入 額 及 び 退 職手 当 の

支 払 に 当 た って 不 足

が 生 じ た 場 合の 当 該

不 足 額  

   賃 金   

   法 定 福 利 費   

   厚 生 福 利 費  医 務 、 衛 生 、保 健 、

文 化 、 体 育 、慰 安 等

に 要 す る 費 用  

   旅 費   

   被 服 費   

   備 消 品 費   

   食 糧 費   

   光 熱 水 費   

   燃 料 費   

   印 刷 製 本 費   

   修 繕 費   

   修 繕 引 当 金

繰 入 額  

 

   特 別 修 繕 引

当 金 繰 入 額  

 



 

   通 信 運 搬 費   

   手 数 料   

   保 険 料   

   研 修 費   

   報 償 費   

   広 告 宣 伝 費   

   調 査 費   

   委 託 料   

   賃 借 料   

   補 償 費   

   負 担 金   

   補 助 金   

   公 課 費   

   貸 倒 引 当 金

繰 入 額  

貸 倒 引 当 金 とし て 計

上 す る た め の繰 入 額  

   そ の 他 引 当

金 繰 入 額  

 

   雑 費   

  減 価 償

却 費  

 施 行 規 則 第 １３ 条 、

第 １ ５ 条 又 は第 １ ６

条 の 規 定 に よる 償 却

額  

   有 形 固 定 資

産 減 価 償 却

費  

建 物 、 構 築 物、 機 械

及 び 装 置 、 車両 運 搬

具 、 工 具 、 器具 及 び

備 品 、 リ ー ス資 産 等

（ 耐 用 年 数 １年 未 満

又 は 取 得 価 額２ ０ 万

円 未 満 の も のを 除

く 。 ） の 償 却額  



 

   無 形 固 定 資

産 減 価 償 却

費  

借 地 権 、 地 上権 、 特

許 権 、 施 設 利用 権 及

び リ ー ス 資 産の 償 却

額  

  資 産 減

耗 費  

  

   固 定 資 産 除

却 費  

有 形 固 定 資 産の 除 却

損 又 は 廃 棄 損及 び 撤

去 費  

  そ の 他

営 業 費

用  

 上 記 以 外 の 営業 費 用  

   材 料 売 却 原

価  

売 却 し た 材 料の 原 価  

   雑 損 出   

 営 業 外

費用  

  金 融 及 び 財 務 活 動 に

伴 う 費 用 そ の他 主 た

る 営 業 活 動 に係 る 費

用 以 外 の 費 用  

  支 払 利

息 及 び

企 業 債

取 扱 諸

費  

  

   企 業 債 利 息  企 業 債 に 対 する 利 息  

   長 期 借 入 金

利 息  

長 期 借 入 金 に対 す る

利 息  

   一 時 借 入 金

利 息  

一 時 借 入 金 等に 対 す

る 利 息  



 

   企 業 債 取 扱

諸 費  

企 業 債 の 元 利償 還 の

都 度 支 払 う 手数 料 及

び 取 扱 費  

  消 費 税

及 び 地

方 消 費

税  

  

  水 洗 便

所 等 改

造 補 助

金  

 水 洗 化 促 進 のた め の

補 助 金  

   水 洗 便 所 等

改 造 資 金 助

成 金  

 

  雑 支 出    

   不 用 品 売 却

原 価  

売 却 し た 不 用品 の 原

価  

   そ の 他 雑 支

出  

 

 特 別 損

失  

  当 年 度 の 経 常 費 用 か

ら 除 外 す べ き損 失  

  固 定 資

産 売 却

損  

 固 定 資 産 の 売却 価 額

が 当 該 固 定 資産 の 売

却 時 の 帳 簿 価額 に 不

足 す る 金 額  

  減 損 損

失  

 事 業 年 度 の 末日 に お

い て 予 測 す るこ と が

で き な い 減 損が 生 じ

た も の 又 は 減損 損 失

を 認 識 す べ きも の の



 

当 該 生 じ た 減損 に よ

る 損 失 又 は 認識 す べ

き 減 損 損 失 の額  

  災 害 に

よ る 損

失  

 災 害 に よ る 巨額 の 臨

時 損 失  

  過 年 度

損 益 修

正 損  

 前 年 度 以 前 の損 益 の

修 正 で 損 益 の性 質 を

有 す る も の  

  そ の 他

特 別 損

失  

  

資 産 勘 定  

款  項  目  節  説 明  

固 定 資

産  

    

 有 形 固

定資 産  

  土 地 、建 物 、構 築 物 、

機 械 、 器 具 及び 備 品

等 （ 耐 用 年 数１ 年 未

満 又 は 取 得 価額 が ２

０ 万 円 未 満 のも の を

除 き 、 将 来 営業 の 用

に 供 す る 目 的を も っ

て 所 有 す る 資産 、 例

え ば 遊 休 施 設及 び 未

稼 動 設 備 を 含む 。 ）  

  土 地   事 業 用 敷 地 及び 公 舎

敷 地 、 運 動 場等 の 経

営 附 属 用 土 地等 で あ



 

り 、 土 地 の 取得 に 関

し て 要 し た 費用 、 買

収 費 、 買 収 手数 料 、

整 地 費 （ 建 物又 は 構

築 物 に 直 接 関係 あ る

も の を 除 く 。） 及 び

測 量 費 の 合 計額  

   事 務 所 用 地  本 庁 舎 用 地 等専 ら 事

務 所 の た め に用 い る

土 地  

   施 設 用 地  ポ ン プ 場 用 地等 施 設

の た め に 用 いる 土 地

（ 施 設 に 附 属す る 事

務 所 の 用 地 を含 む 。） 

   そ の 他 土 地   

  建 物   事 務 所 、 作 業場 、 倉

庫 、 車 庫 の ほか 公 舎

そ の 他 経 営 附属 用 建

物 、 建 物 と 一体 を な

す 暖 房 、 照 明、 通 風

等 の 附 属 設 備、 買 収

建 物 を 使 用 する た め

に 要 し た 模 様替 、 改

造 等 の 費 用 及び 建 物

に 直 接 関 係 ある 整 地

費 を 含 む 。  

   事 務 所 用 建

物  

本 庁 舎 、 営 業所 等 専

ら 事 務 所 の 用に 供 さ

れ て い る 建 物  



 

   施 設 用 建 物  ポ ン プ 場 等 施設 の 用

に 供 さ れ て いる 建 物  

   そ の 他 建 物   

  建 物 減

価 償 却

累 計 額  

  

   事 務 所 用 建

物 減 価 償 却

累 計 額  

 

   施 設 用 建 物

減 価 償 却 累

計 額  

 

   そ の 他 建 物

減 価 償 却 累

計 額  

 

  構 築 物   土 地 に 定 着 する 土 木

施 設 又 は 工 作物  

   管 渠 施 設  管 渠 、 矩 形 渠、 開 渠  

   ポ ン プ 場 施

設  

ポ ン プ 場 に おけ る 沈

砂 池 等  

   そ の 他 構 築

物  

 

  構 築 物

減 価 償

却 累 計

額  

  

   管 渠 施 設 減

価 償 却 累 計

額  

 



 

   ポ ン プ 場 施

設 減 価 償 却

累 計 額  

 

   そ の 他 構 築

物 減 価 償 却

累 計 額  

 

  機 械 及

び 装 置  

 機 械 、 装 置 及び コ ン

ベ ヤ ー 等 の 運搬 設 備

並 び に こ れ らの 附 属

品  

   機 械 設 備  ポ ン プ 場 等 にお け る

下 水 処 理 作 業に 要 す

る 機 械 設 備  

   電 気 設 備  ポ ン プ 場 等 にお け る

監 視 盤 、 変 圧器 等 及

び 所 内 配 電 設備 （ 建

物 に 含 む も のを 除

く 。 ）  

   そ の 他 機 械

及 び 装 置  

 

  機 械 及

び 装 置

減 価 償

却 累 計

額  

  

   機 械 設 備 減

価 償 却 累 計

額  

 

   電 気 設 備 減

価 償 却 累 計

 



 

額  

   そ の 他 機 械

及 び 装 置 減

価 償 却 累 計

額  

 

  車 両 運

搬 具  

 自 動 車 そ の 他陸 上 運

搬 具  

  車 両 運

搬 具 減

価 償 却

累 計 額  

  

  工 具 、

器 具 及

び 備 品  

 機 械 及 び 装 置の 附 属

設 備 に 含 ま れな い 器

具 及 び 電 話 設備 、 金

庫 、 机 等 の 備品 で 耐

用 年 数 １ 年 以上 で あ

り 、 か つ 、 取得 価 額

が ２ ０ 万 円 以上 の も

の  

  工 具 、

器 具 及

び 備 品

減 価 償

却 累 計

額  

  

  リ ー ス

資 産  

 有 形 固 定 資 産（ 建 設

仮 勘 定 を 除 く。 ） に

係 る フ ァ イ ナン ス ・

リ ー ス 取 引 にお け る



 

リ ー ス 資 産  

  リ ー ス

資 産 減

価 償 却

累 計 額  

  

  建 設 仮

勘 定  

 有 形 固 定 資 産の 建 設

又 は 改 良 の ため 支 出

し た 工 事 費 （前 払 金

等 を 含 む 。 ）  

  そ の 他

有 形 固

定 資 産  

 上 記 以 外 の 有形 固 定

資 産  

  そ の 他

有 形 固

定 資 産

減 価 償

却 累 計

額  

  

 無 形 固

定資 産  

  有 償 取 得 し た 借 地

権 、 地 上 権 、特 許 権

及 び 施 設 利 用権 等  

  借 地 権   土 地 の 上 に 設定 さ れ

た 民 法 （ 明 治２ ９ 年

法 律 第 ８ ９ 号） 第 ６

０ １ 条 に 規 定す る 権

利  

  地 上 権   民 法 第 ２ ６ ５条 に 規

定 す る 権 利  



 

  特 許 権   特 許 法 （ 昭 和３ ４ 年

法 律 第 １ ２ １号 ） 第

２ ９ 条 に 規 定す る 権

利  

  施 設 利

用 権  

 電 気 ガ ス 供 給施 設 利

用 権 （ 電 気 事業 者 又

は ガ ス 事 業 者に 対 し

て 電 気 又 は ガス の 供

給 施 設 を 設 ける た め

に 要 す る 費 用を 負 担

し 、 そ の 施 設を 利 用

し て 電 気 又 はガ ス の

供 給 を 受 け る権 利 ）

等  

  リ ー ス

資 産  

 無 形 固 定 資 産（ 営 業

権 を 除 く 。 ）に 係 る

フ ァ イ ナ ン ス・ リ ー

ス 取 引 に お ける リ ー

ス 資 産  

  そ の 他

無 形 固

定 資 産  

 上 記 以 外 の 無形 固 定

資 産  

 投 資 そ

の他 の

資産  

   

  投 資 有

価 証 券  

 金 融 商 品 取 引法 （ 昭

和 ２ ３ 年 法 律第 ２ ５

号 ） 第 ２ 条 に規 定 す

る 有 価 証 券 で投 資 の

目 的 を も っ て所 有 す



 

る も の  

   国 債   

   地 方 債   

   社 債   

   株 式   

   そ の 他 有 価

証 券  

 

  出 資 金    

  長 期 貸

付 金  

  

   一 般 貸 付 金  他 会 計 に 対 する 長 期

貸 付 金 以 外 のも の  

   他 会 計 貸 付

金  

他 会 計 へ の 長期 貸 付

金  

  貸 倒 引

当 金  

 長 期 貸 付 金 の回 収 不

能 に よ る 損 失に 備 え

る た め に 引 き当 て る

も の  

  基 金   基 金 設 置 条 例に 基 づ

き 、 特 定 預 金等 の 形

態 で 保 有 す るも の  

  そ の 他

投 資  

 上 記 以 外 の 投資 の 性

質 を 有 す る もの  

  減 価 償

却 累 計

額  

 投 資 そ の 他 の資 産 に

係 る 減 価 償 却累 計 額  

流 動 資

産  

    

 現 金 ・    



 

預金  

  現 金   現 金 、 当 座 預金 、 支

払 期 限 の 到 来し た 公

社 債 の 利 札 及び 小 切

手 等 （ 施 行 令第 ２ １

条 の ３ 第 １ 項第 １ 号

に 規 定 す る 小切 手 等

を い う 。 ）  

  預 金   貸 借 対 照 表 日か ら 起

算 し て １ 年 以内 に 期

限 が 到 来 す る定 期 預

金 、 普 通 預 金等  

 未 収 金     

  営 業 未

収 金  

 営 業 活 動 に 係る 収 益

の 未 収 入 額  

   未 収 下 水 道

使 用 料  

下 水 道 使 用 料に 係 る

未 収 入 額  

   未 収 受 託 事

業 収 益  

受 託 事 業 に 係る 未 収

入 額  

   そ の 他 営 業

未 収 金  

材 料 売 却 代 金、 手 数

料 等 の 未 収 入額  

  営 業 外

未 収 金  

  

   未 収 受 取 利

息  

預 金 、 貸 付 金利 息 等

の 未 収 入 額  

   未 収 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税 還 付 金  

消 費 税 及 び 地方 消 費

税 の 納 税 計 算の 結 果

還 付 が 予 定 され る 消

費 税 及 び 地 方消 費 税

額  



 

   そ の 他 営 業

外 未 収 金  

不 用 品 売 却 代金 、 賃

貸 料 等 の 未 収入 額  

  そ の 他

未 収 金  

 固 定 資 産 売 却代 金 等

上 記 以 外 の 未収 金  

 貸 倒 引

当金  

  未 収 金 の 回 収 不 能 に

よ る 損 失 に 備え る た

め に 引 き 当 てる も の  

 有 価 証

券  

  一 時 的 所 有 を 目 的 と

す る 有 価 証 券（ 差 入

保 証 金 の 代 用と し て

提 供 さ れ た もの で 短

期 間 内 に 返 却さ れ る

も の を 除 く 。）  

 受 取 手

形  

  通 常 の 業 務 活 動 に お

い て 発 生 し た手 形 債

権  

 受 取 手

形貸 倒

引当 金  

  手 形 債 権 の 回 収 不 能

に よ る 損 失 に備 え る

た め に 引 き 当て る も

の  

 短 期 貸

付金  

  貸 付 金 で 返 済 期 日 が

貸 借 対 照 表 日か ら 起

算 し て １ 年 以内 の も

の  

  一 般 貸

付 金  

 他 会 計 以 外 に対 す る

短 期 貸 付 金  

  他 会 計

貸 付 金  

 他 会 計 に 対 する 短 期

貸 付 金  

 短 期 貸

付金 貸

  短 期 貸 付 金 の 回 収 不

能 に よ る 損 失に 備 え



 

倒引 当

金  

る た め に 引 き当 て る

も の  

 前 払 費

用  

  前 払 賃 借 料 、 前 払 利

息 等 一 定 の 契約 に 従

い 継 続 的 に 役務 の 提

供 を 受 け る 場合 、 い

ま だ 提 供 さ れて い な

い 役 務 に 対 して 支 払

わ れ た 対 価 で貸 借 対

照 表 日 か ら 起算 し て

1 年 以 内 に 費 用 と な

る も の  

 前 払 金    物 品 の 購 入 、工 事 の

請 負 等 に 際 して 前 払

さ れ た 金 額 で前 払 費

用 に 属 し な いも の  

  前 払 消

費 税 及

び 地 方

消 費 税  

 年 度 途 中 に おい て 中

間 納 付 さ れ る消 費 税

及 び 地 方 消 費税 額  

  そ の 他

前 払 金  

  

 未 収 収

益  

  一 定 の 契 約 に 従 い 、

継 続 し て 役 務の 提 供

を 行 う 場 合 に既 に 提

供 し た 役 務 に対 し て

い ま だ 支 払 を受 け て

い な い も の  

 未 収 収

益貸 倒

  未 収 収 益 の 回 収 不 能

に よ る 損 失 に備 え る



 

引当 金  た め に 引 き 当て る も

の  

 そ の 他

流動 資

産  

   

  保 有 有

価 証 券  

 差 入 保 証 金 の代 用 と

し て 提 供 を 受け た 有

価 証 券 で 短 期間 内 に

返 却 す る 見 込み の も

の  

  仮 払 消

費 税 及

び 地 方

消 費 税  

 課 税 仕 入 れ に係 る 消

費 税 及 び 地 方消 費 税

額  

  特 定 収

入 仮 払

消 費 税

及 び 地

方 消 費

税  

 特 定 収 入 割 合が ５ パ

ー セ ン ト 超 の場 合 の

４ 条 の 特 定 収入 を 財

源 と し て 行 われ た ４

条 の 課 税 仕 入れ に 係

る 控 除 で き ない 消 費

税 及 び 地 方 消費 税 額  

  そ の 他

流 動 資

産  

 上 記 以 外 の 流動 資 産  

資 本 勘 定  

款  項  目  節  説 明  

資 本 金      

 資 本 金     

  固 有 資  企 業 開 始 の 時（ 法 適



 

本 金  用 の 時 ） に お け る 引

継 資 本 金 の 額  

  出 資 金   他 会 計 か ら の出 資 金

の 額  

  組 入 資

本 金  

 剰 余 金 か ら 資本 金 に

組 み 入 れ た 額  

  繰 入 資

本 金  

 他 会 計 か ら 資本 金 に

繰 り 入 れ た 額  

剰 余 金      

 資 本 剰

余金  

   

  再 評 価

積 立 金  

 施 行 令 附 則 第１ １ 項

及 び 第 １ ２ 項の 規 定

に よ り 資 産 の再 評 価

を 行 っ た 場 合に お け

る 再 評 価 価 額か ら 再

評 価 以 前 の 帳簿 価 額

を 控 除 し た 額  

  受 贈 財

産 評 価

額  

 償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 贈 与 を受 け た

財 産 の 評 価 額  

  国 庫 補

助 金  

 償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 取 得 又は 改 良

に 充 て た 国 庫補 助 金  

  県 補 助

金  

 償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 取 得 又は 改 良

に 充 て た 県 補助 金  

  他 会 計

補 助 金  

 償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 取 得 又は 改 良

に 充 て た 他 会計 補 助



 

金  

  寄 附 金   償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 取 得 又は 改 良

に 充 て た 寄 附金  

  負 担 金   償 却 資 産 以 外の 固 定

資 産 の 取 得 又は 改 良

に 充 て た 負 担金  

  保 険 差

益  

 固 定 資 産 の 帳簿 価 額

と 当 該 固 定 資産 の 滅

失 に よ り 保 険契 約 に

基 づ い て 受 け取 っ た

保 険 金 と の 差額  

  そ の 他

資 本 剰

余 金  

 上 記 以 外 の 資本 剰 余

金  

 利 益 剰

余金

（欠 損

金）  

   

  減 債 積

立 金  

 企 業 債 の 償 還に 充 て

る た め 積 み 立て た 額  

  利 益 積

立 金  

 欠 損 金 を う める た め

に 積 み 立 て た額  

  建 設 改

良 積 立

金  

 建 設 又 は 改 良の た め

に 積 み 立 て た額  

  そ の 他

積 立 金  

 上 記 以 外 の 任意 積 立

金  



 

  当 年 度

未 処 分

利 益 剰

余 金

（ 当 年

度 未 処

理 欠 損

金 ）  

 当 年 度 末 に おけ る 繰

越 利 益 剰 余 金（ 繰 越

欠 損 金 ） の 額に 当 年

度 の 純 利 益（純 損 失 ）

の 金 額 を 加 減し た 額  

   繰 越 利 益 剰

余 金 年 度 末

残 高 （ 繰 越

欠 損 金 年 度

末 残 高 ）  

前 年 度 未 処 分利 益 剰

余 金 （ 前 年 度未 処 理

欠 損 金 ） の 額か ら 前

年 度 利 益 剰 余金 処 分

額 （ 前 年 度 欠損 金 処

理 額 ） を 控 除し て 得

た 繰 越 利 益 剰余 金

（ 繰 越 欠 損 金） の 額  

   当 年 度 純 利

益 （ 当 年 度

純 損 失 ）  

当 年 度 の 損 益取 引 の

結 果 発 生 し た純 利 益

（ 純 損 失 ）  

負 債 勘 定  

款  項  目  節  説 明  

固 定 負

債  

    

 企 業 債     

  建 設 改

良 費 等

の 財 源

に 充 て

る た め

 建 設 改 良 費 等（ 建 設

若 し く は 改 良に 要 す

る 経 費 又 は 地方 債 に

関 す る 省 令 （平 成 １

８ 年 総 務 省 令第 ５ ４



 

の 企 業

債  

号 ） 第 １ ２ 条に 規 定

す る 公 営 企 業の 建 設

又 は 改 良 に 要す る 経

費 に 準 ず る 経費 を い

う 。 以 下 同 じ。 ） の

財 源 に 充 て るた め に

発 行 す る 企 業債 （ １

年 内 に 償 還 期限 の 到

来 す る も の を除 く 。） 

  そ の 他

の 企 業

債  

 建 設 改 良 費 等以 外 の

財 源 に 充 て るた め に

発 行 す る 企 業債 （ １

年 内 に 償 還 期限 の 到

来 す る も の を除 く 。） 

 他 会 計

借入 金  

   

  建 設 改

良 費 等

の 財 源

に 充 て

る た め

の 長 期

借 入 金  

 建 設 改 良 費 等の 財 源

に 充 て る た めに 他 の

会 計 か ら 繰 り入 れ た

借 入 金 （ １ 年内 に 返

済 期 限 の 到 来す る も

の を 除 く 。 ）  

  そ の 他

の 長 期

借 入 金  

 建 設 改 良 費 等以 外 の

財 源 に 充 て るた め に

他 の 会 計 か ら繰 り 入

れ た 借 入 金 （１ 年 内

に 返 済 期 限 の到 来 す

る も の を 除 く。 ）  



 

 リ ー ス

債務  

  フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー

ス 取 引 に お ける リ ー

ス 債 務 （ １ 年内 に 支

払 期 限 の 到 来す る も

の を 除 く 。 ）  

 引 当 金     

  退 職 給

付 引 当

金  

 将 来 生 ず る こと が 予

想 さ れ る 職 員に 対 す

る 退 職 手 当 の支 払 に

充 て る た め の引 当 額

（ １ 年 内 に 使用 さ れ

る 見 込 み の もの を 除

く 。 ）  

  特 別 修

繕 引 当

金  

 数 事 業 年 度 ごと に 定

期 的 に 行 わ れる 特 別

の 大 修 繕 に 備え て 計

上 す る 引 当 金（ １ 年

内 に 使 用 さ れる 見 込

み の も の を 除く 。 ）  

  そ の 他

引 当 金  

  

 そ の 他

固定 負

債  

  上 記 以 外 の 固 定 負 債  

流 動 負

債  

   借 入 金 等 で 貸借 対 照

表 日 か ら 起 算し て １

年 以 内 に 返 還又 は 支

払 を 要 す る もの  

 一 時 借

入金  

   



 

 企 業 債     

  建 設 改

良 費 等

の 財 源

に 充 て

る た め

の 企 業

債  

 １ 年 内 に 償 還期 限 の

到 来 す る 建 設改 良 費

等 の 財 源 に 充て る た

め に 発 行 す る企 業 債  

  そ の 他

の 企 業

債  

 １ 年 内 に 償 還期 限 の

到 来 す る 建 設改 良 費

等 以 外 の 財 源に 充 て

る た め に 発 行す る 企

業 債  

 他 会 計

借入 金  

   

  建 設 改

良 費 等

の 財 源

に 充 て

る た め

の 長 期

借 入 金  

 １ 年 内 に 返 済期 限 の

到 来 す る 建 設改 良 費

等 の 財 源 に 充て る た

め に 他 の 会 計か ら 繰

り 入 れ た 借 入金  

  そ の 他

の 長 期

借 入 金  

 １ 年 内 に 返 済期 限 の

到 来 す る 建 設改 良 費

等 以 外 の 財 源に 充 て

る た め に 他 の会 計 か

ら 繰 り 入 れ た借 入 金  

 リ ー ス

債務  

  １ 年 内 に 支 払 期 限 の

到 来 す る フ ァイ ナ ン

ス ・ リ ー ス 取引 に お



 

け る リ ー ス 債務  

 未 払 金    特 定 の 契 約 等に よ り

既 に 確 定 し てい る 短

期 的 債 務 で まだ そ の

支 払 を 終 わ らな い も

の （ 未 払 費 用に 属 す

る も の を 除 く。 ）  

  営 業 未

払 金  

 営 業 活 動 に 係る 通 常

の 取 引 に よ り発 生 す

る 未 払 金  

  営 業 外

未 払 金  

  

   未 払 消 費 税

及 び 地 方 消

費 税  

消 費 税 及 び 地方 消 費

税 の 納 税 計 算の 結 果

納 税 が 予 定 され る 消

費 税 及 び 地 方消 費 税

額  

  そ の 他

未 払 金  

 固 定 資 産 等 購入 代 金

の 未 払 額 、 償還 期 限

経 過 後 の 企 業債 の 未

償 還 額 等 上 記以 外 の

未 払 金  

 未 払 費

用  

  未 払 利 息 、 未 払 賃 借

料 等 一 定 の 契約 に 従

い 、 継 続 的 に役 務 の

提 供 を 受 け る場 合 既

に 提 供 を 受 けた 役 務

の 対 価 の 未 払額  



 

 前 受 金    契 約 等 に よ り既 に 受

け 取 っ た 対 価の う

ち 、 い ま だ その 債 務

の 履 行 を 終 わら な い

も の  

  営 業 前

受 金  

 前 受 下 水 道 使用 料 等

主 た る 営 業 活動 に 係

る 収 益 の 前 受額  

  営 業 外

前 受 金  

 そ の 他 主 た る営 業 活

動 以 外 か ら 生ず る 収

益 の 前 受 額  

  そ の 他

前 受 金  

 固 定 資 産 売 却代 金 等

上 記 以 外 の 収入 の 前

受 額  

 前 受 収

益  

  前 受 利 息 、 前 受 賃 貸

料 等 一 定 の 契約 に 従

い 、 継 続 的 に役 務 の

提 供 を 行 う 場合 、 い

ま だ 提 供 し てい な い

役 務 の 対 価 の前 受 額  

 引 当 金     

  退 職 給

付 引 当

金  

 将 来 生 ず る こと が 予

想 さ れ る 職 員に 対 す

る 退 職 手 当 の支 払 に

充 て る た め の引 当 額

の う ち １ 年 内に 使 用

さ れ る 見 込 みの も の  

  賞 与 引

当 金  

 翌 事 業 年 度 に支 払 う

賞 与 の う ち 、当 年 度

負 担 相 当 額 を見 積 も



 

り 計 上 す る 引当 金  

  修 繕 引

当 金  

 企 業 の 所 有 する 設 備

等 に つ い て 、毎 事 業

年 度 行 わ れ る通 常 の

修 繕 が 何 ら かの 理 由

で 行 わ れ な かっ た 場

合 に お い て 、そ の 修

繕 に 備 え て 計上 す る

引 当 金  

  特 別 修

繕 引 当

金  

 数 事 業 年 度 ごと に 定

期 的 に 行 わ れる 特 別

の 大 修 繕 に 備え て 計

上 す る 引 当 金の う ち

１ 年 内 に 使 用さ れ る

見 込 み の も の  

  そ の 他

引 当 金  

  

 そ の 他

流動 負

債  

   

  預 り 金   契 約 保 証 金 、所 得 税

等 の 預 り 金  

  預 り 有

価 証 券  

 差 入 保 証 金 の代 用 と

し て 提 供 を 受け た 有

価 証 券 で 短 期間 内 預

か る も の  

  仮 受 消

費 税 及

び 地 方

 課 税 売 上 げ に係 る 消

費 税 及 び 地 方消 費 税

額  



 

消 費 税  

  そ の 他

流 動 負

債  

 上 記 以 外 の 流動 負 債  

繰 延 収

益  

    

 長 期 前

受金  

  償 却 資 産 の 取 得 又 は

改 良 に 充 て るた め の

補 助 金 、 負 担金 そ の

他 こ れ に 類 する も の

の 交 付 を 受 けた 金 額

に 相 当 す る 額及 び 償

却 資 産 の 取 得又 は 改

良 に 充 て る ため に 起

こ し た 企 業 債の 元 金

の 償 還 に 要 する 資 金

に 充 て る た め一 般 会

計 又 は 他 の 特別 会 計

か ら 繰 入 れ を行 っ た

場 合 に お け るそ の 繰

入 金 の 額  

 長 期 前

受金 収

益化 累

計額  

   

 

 

 

 



 

別 表 第 ２ （ 第８ ３ 条 関 係 ）  

種 類  名 称  ひ な 形  書 体  
寸 法（ ミ リ

メ ー ト ル ）
材 質  使 用 範 囲  個 数  

職 印  亀 山 市

長 印  

（ 略 ）  れ い 書  径 １ ８  水 牛  公 共 下 水 道

事 業 の 預 貯

金、 小切 手、

支払 通知 、送

金 通 知 及 び

現 金 支 払 依

頼 用  

１  

 


